
平
成
二
十
年
十
月
三
日
受
領

答

弁

第

三

三

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
三
三
号

平
成
二
十
年
十
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
ひ
も
付
き
補
助
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
ひ
も
付
き
補
助
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
�
全
国
一
律
・
画
一
的
な
補
助
基
準
が
設
定
さ
れ
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
対
応
が
困
難
な
補
助
金
」
、

「
�
省
庁
の
縦
割
り
の
弊
害
に
よ
り
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
対
応
が
困
難
な
補
助
金
」
、「
�
国
に
よ
る
過
剰
な
干
渉
に
よ
り

効
率
的
な
事
業
実
施
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
補
助
金
」
、
「
�
煩
雑
な
事
務
手
続
き
に
よ
り
効
率
的
な
事
業
実
施
が
妨
げ
ら
れ

て
い
る
補
助
金
」
、
「
�
地
方
の
創
意
工
夫
に
よ
る
コ
ス
ト
縮
減
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
い
補
助
金
」
及
び
「
�
国

の
内
示
、
交
付
決
定
、
支
払
時
期
等
の
遅
延
に
よ
り
事
務
執
行
に
支
障
を
来
し
て
い
る
補
助
金
」
に
該
当
す
る
も
の
並
び
に

そ
れ
ら
の
補
助
金
の
「
今
後
の
取
り
扱
い
」
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
に
お
い
て
そ
の
た
め
の
作
業
に
多
く
の
時
間
を
要
す
る

こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
、
地
方
か
ら
の
要
望
が
な
か
っ
た
補
助
金
・
交
付
金
の
名
称
と
所
管
官
庁
及
び
予

算
額
」
及
び
そ
れ
ら
の
補
助
金
・
交
付
金
の
「
今
後
の
見
直
し
の
方
向
」
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
に
お
い
て
そ
の
た
め
の
作

業
に
多
く
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
二
十
年
度
予
算
に
お
け
る
「
一
九
�
一
兆
円
」
の
地
方
公
共
団
体
向
け
国
庫
補
助
負
担
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
が
計
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
地
方
公
共
団
体
向
け

国
庫
補
助
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
聖
域
な
き
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
自
主
性
・

裁
量
性
を
拡
大
す
る
観
点
か
ら
、
補
助
金
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一
括
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
地
方
へ
の
国
庫
補
助
負
担
金
が
社
会
保
障
な
ど
義
務
的
な
性
格
の
も
の
で
多
く
を
占
め
ら
れ

て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
御
質
問
に
お
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
、
配
分
方
法
及
び
規
模
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
実

現
で
き
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

二


